
いつでも、どこでも、米のどんな戦争にも参加

米国いいなりで９条破壊
　
共
産
党
の
志
位
和
夫
委
員
長
は
、
戦
争
法

案
に
つ
い
て
衆
院
安
保
法
制
特
別
委
、
党
首

討
論
な
ど
で
連
続
質
問
。
そ
の
正
体
が
▽
憲
法

蹂
躙
（
じ
ゅ
う
り
ん
）
の
違
憲
立
法
▽
米
国
い

❷
ア
フ
ガ
ン
型
治
安
活
動
に
派
兵

　

Ｐ
Ｋ
Ｏ（
国
連
平
和
維
持
活
動
）
法
を
改
定

し
、
形
式
上
「
停
戦
合
意
」
が
あ
っ
て
も
戦

乱
が
続
い
て
い
る
所
に
派
兵
し
ま
す
。
武
器

の
使
用
も
自
己
防
衛
だ
け
で
な
く
、
任
務
遂

行
の
た
め
で
も
許
さ
れ
、
武
器
を
使
っ
た
「
治

安
維
持
活
動
」
を
可
能
に
し
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
ア
フ
ガ
ン
で
３
５
０
０
人
も

の
死
者
を
出
し
た

国
際
治
安
支
援
部

隊（
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
）の
よ

う
な
活
動
に
道
を

開
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
首
相
も
否
定
し

ま
せ
ん
で
し
た
。

❸
集
団
的
自
衛
権
で
米
の
戦
争
に
参
戦

　

日
本
へ
の
武
力
攻
撃
が
な
く
て
も
、
集
団

的
自
衛
権
を
発
動
し
、
自
衛
隊
が
海
外
で
の

武
力
行
使
に
乗
り
出
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

日
本
政
府
は
、
米
国
の
無
法
な
侵
略
戦
争

だ
っ
た
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
、
イ
ラ
ク
戦
争
を
支
持

し
ま
し
た
が
、
今
な
お
誤
り
を
認
め
ず
検
証

も
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
国
は
主
要
国
で
も

日
本
だ
け
。
異
常
な
ま
で
の
対
米
追
随
の
政

府
が
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
踏
み
出
す
の

は
余
り
に
も
危
険
で
す
。

戦
争
法
案

３
つ
の
大
問
題

米
軍
普
天
間
基
地
で
新
し
い
防
空

装
備
を
米
海
兵
隊
に
披
露
す
る
自

衛
隊
員

❶「
後
方
支
援
」は
武
力
行
使
と
一体

　

米
国
が
ア
フ
ガ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
の
よ
う
な

戦
争
を
始
め
た
ら
、
自
衛
隊
が
こ
れ
ま
で
禁
じ

ら
れ
て
き
た
「
戦
闘
地
域
」
に
ま
で
行
っ
て
軍

事
支
援
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。そ
う
す
れ
ば
、

相
手
か
ら
攻
撃
さ
れ
、
戦
闘
に
な
る―

「
殺

し
殺
さ
れ
る
」
危
険
を
飛
躍
的
に
高
め
ま
す
。

　
「
後
方
支
援
」
と
言
っ
て
も
、
国
際
的
に
は

弾
薬
な
ど
を
補
給
す
る
兵
た
ん
と
呼
ば
れ
、

武
力
行
使
と
一
体
の
活
動
で
す
。
敵
に
狙
わ
れ

る
の
は
世
界
の
軍
事
常
識
で
す
。

世界で通用しない
安倍答弁

　「政府の言う『武力行使

と一体でない後方支援』

など、世界ではおよそ通用

しない」。志位委員長は17

日の党首討論で自衛隊の

米軍などへの「後方支援」

について、「他国の武力行

使と一体化しないから憲法

違反でない」とする政府

の主張を追及。安倍首相

は、「国際法上の概念では

ない」と認め、自らの答弁

を事実上撤回しました。

　志位氏は「後方支援」＝

兵たんが「軍事攻撃の格好

の標的となり、自衛隊が兵

たんをやっている場所が戦

場になる」と批判しました。

日
本

共
産
党

志
位
委
員

長

が
連
続
追
及

い
な
り
で
無
法
な
戦
争
に
参
加
す
る
も
の
で
あ

り
、
過
去
の
侵
略
戦
争
を
間
違
っ
た
戦
争
と
言

え
な
い
安
倍
政
権
が
戦
争
法
案
を
推
進
す
る

危
険
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

党
首
討
論
に
立
つ
志
位
委
員
長

（
右
）
と
安
倍
首
相
＝
17
日


